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１ 業務名
令和８年度武雄市介護予防共生事業委託業務

２ 業務目的
自動車学校で免許更新時に認知機能検査・高齢者講習を受けた70歳以上の方を対象に、委託事業者よりアセスメントを実施し、市で実施している介護予防教室や、既存の通いの場等に接続することで介護予防につなげる。

３ 業務委託期間
令和８年６月１日から令和９年３月３１日までとする。

４ 事業対象者
７０歳以上の武雄市民

５ 業務内容等
（１）自動車学校へのアウトリーチ
① 実施内容　　
武雄自動車学校において高齢者講習受講者を対象に対面で声掛け等を行い、市が別途指定する
介護予防等に関する相談登録へのアプローチを行う

② 実施時期・回数・時間　　
令和８年６月～令和９年１月（概ね前期６月と後期１２月実施）全４５日
※期間中、相談登録者が概ね８０名に達するまでとする
前期で上限に達した場合の後期の相談登録人数については、市と協議する
９：００～１６：００
（高齢者講習の時間帯で効果的な実施時間について、別途市と協議する）
　　　　　　　　　　
③ 実施担当者　 スタッフ　　２名体制
スタッフは、医療保険福祉専門職とする。

④ 実施場所　　武雄自動車学校

　（２）訪問支援　
　　　① 実施内容　　　
相談登録者概ね８０名に対し、訪問を行い、対面で以下の内容を実施する
　　　　 フェイスシートの聞き取り：基本情報、健康状態の確認、生活状況の確認等
認知機能検査（MMSE）、脳トレ:MMSEによる認知機能検査、川畑式カード等
認知機能のアセスメント：本人との会話の様子から評価、ご家族との会話からの評価等
相談内容や検査結果に応じて、社会参加の場や介護保険サービス等への接続を行う。
　　　　　　　　　　　　
　　　② 実施時期・回数・時間　　
令和８年６月　～　令和９年２月
１名に対し１回訪問。日時は、相談登録者と調整のうえ決定し、１時間～１時間30分程度訪問とする。

③ 実施担当者　 スタッフ　　１名体制
スタッフは、医療保険福祉専門職とする。
６ その他
（１）委託料
５の（１）自動車学校へのアウトリーチ（人件費、交通費）、（２）訪問支援（人件費、交通費）は単価契約とし、事業評価報告書作成費、企画運営費（打ち合わせ等）、一般管理費について委託料に含める。

（２）アセスメント・認知機能検査料
５の（２）アセスメント・認知機能検査料は無料とし、対象者からいかなる利用料も徴収してはならない。

（３）実施報告・請求
実施月の翌月１０日までに、市が指定する様式での実施報告書と併せて月ごとに請求書を市に提出すること。実施報告書には、５の（１）に関しては相談登録者の名簿等、５の（２）に関しては訪問支援の結果等を必ず記載すること。

（４）名簿の作成、管理
　　登録者名簿（氏名、住所、連絡先）を作成し、対象者の把握を行うとともに定期的に市と共有すること。なお、個人情報については、契約書別記の個人情報取扱特記事項を遵守すること。
　
（５）評価・効果測定
本事業の効果について、アンケートその他の評価方法を用い、市と協力して評価を行うこと。また、その他市が行う効果測定の実施について協力すること。

７ その他
（１）本業務の目的に資するもので、仕様書に記載の内容以外に効果的な取組みがあれば、業務想定額の範囲内で随時提案すること。
（２）天候等の理由等やむを得ない理由のため、５ 業務内容等　や　６ その他　等に、変更・修正を行う場合は、市と協議の上決定すること。また、変更・修正があった際の実施会場への連絡および調整は委託先が行うこと。
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